
様式第二号の九 (第人条の四の六関係 )
(第 1面 )

産 業 廃 棄 物 処 理 計 画 実 施 状 況 報 告 書

2023年  6月 0つ 日

大 分 県 知 事  殿

提出者

住 所

氏 名

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

電話番号 097-534-4151(内 線)300
(担当部署)安 全品質環境部

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、2022年度の産業廃棄物
処理計画の実施状況を報告します。

-5=5120

事 業 場 の 名 称 梅林建設株式会社

事 業 場 の 所 在 地 大分市舞鶴町1-3-18

事 業 の 種 類 D06総合工事業

産業廃莱物処理計画における
計 画 期 間 2022年4月 1日  ～ 2023年 3月 31日

産業廃棄物処理計画における目標値

項  目 目 標 値 項  目 目 標 値

排  出  量 2,845.O t 全 処 理 委 託 量 2,845,0

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の量

Ot 優良認
定処理業者への

処 理 委 託 量
0

自ら熱回収を行う
産 業 廃 棄 物 の量

Ot
再生利用業者への

処 理 委 託 量
2,822.5

自ら中間処理により減少する
産業廃棄物の量

Ot
認定熱回収業者への

処理委託量
0

自ら埋 立 処 分 又 は
海洋投棄処分を行う
産 業廃 棄 物 の量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量
Ot 0

※事務処理欄



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 )

実績値

2,027.7  t

0.O  t

0.O  t

0.O t

0.O t

2,027.7  t

0.O  t

2,178.4  t

0.O  t

0.O t

項 目

①排出量

②+③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③十⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

②再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

⑫
2,1784  t

ち

業者への処理委託量

⑩
0,O  t

⑩のうち熟回収認定

業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.O  t

自ら中間処理した後

再生利用した量

③
0.O  t

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑨
0.O  t

ら直接及び

中間処理した後の

処理委託量

⑩

2,0277  t

⑩のうち優良認定

処理業者への

処理委託量

①

0.O  t

自ら中間処理した

後の残さ量

⑥
0.O t

問処理によら

り減量した量

⑦
0.O  t

自ら直接

再生利用した量

②
0.O  t

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

③
0.O  t

ら中間処理

した量

0.0
④

回収9

を行った量

0.0
⑤

有償物量

排出量

①
2,027.7  t

要 物 等 発 生

（韻

〕
尉
）



計画の実施状況

憤  4勿

要 物 学 努 生 風

量
出

き量

自ら理立処分又は

海洋投入処分 した量

白ら中問処理

した景

0

を行つた量

④のうち
中I問処理した後の

⑤

業者以外の

猿ナ回収を行う装
=

⑮

処理未者への

処理委誕星

⑪
∽
　
　
¨

f資日 実髯寅値

D排出量

2)+③ 自ら再生利用を
,〒った量

Э自ら撚IJはを行つた景

D自 ら中岡処理により減
堅した量

Э十③自らlttl立処分又は
毎洋投入処分を行った量

Э全処邁1套 ,七ぽを

D優良認定処理業者への
処理委託量

⊇再生利用業者への処理
奏誰曼

D熱回収認定業者への処
咽!委託量

D黙回H又認定来者以外の
lh回収を行う業者への次′し

暖委託量

(産業廃粟物の種類 :上段/コ ンクリートがら、下段/その他がれき文11)

（消
Ｎ
酬
）

計画Tの実施状況

僚   物

自ら中間処理した後

再生利用,した量

自ら直接

再生不可用した且

③要 物 等 妥 4:

出
海洋投入処分 した量

③

自ら理立処分又 Iエ

した登 後の,決 さ三

③

①

った量 り浚量

ら

中rH処理した後の

⑦

来者以外の

妻
'回
収を行 う来者

への生理委託壁

⑩

処理業者への

丁t日 実績値

0排出i風

②+③自ら再生利用を
行つた量

③自ら熟回収を行った!風

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+③ 自ら理立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託撤

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫荷とと利川]業者への処理

委,モ量

⑬熟回収認定業者への処

理委託量

⑭熱 I可収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託塁

(産業廃乗物の種類 :L段/ガラス・陶磁器くず、下段/金属くず)

（導

］
副
）



計画iの 実施状況

償  物

白ら直接

FI生利用 した量
要 均 学 発 生

2

IH
ら

海汗投人処分 した量

⑥

後の残さ量

白ら4立処分又は

海洋投入処分 した量

激星した量

蕩

中冊処理した後の

業者以外の

第回収を行 う業者

処理実者への

処理委託里

項 日 実績値

③排出エ

②+③ 自ら再生利用を
行った壁

③自ら熱回収を行ったエ

Э自ら中MI処理により減
量した量

③十③自ら埋立処分又は
海洋投人処分を行った量

Э全処理奉託員

こD優良認定処理業者への
処理委託量

1つ再′■利用業者への処理
委,こ量

t9黙 EIH又認定業者への処
理委FC量

D熱回収認定業者以外の
酪阿収を行う業者への処

「F委託且

(産業廃栗物の種≠貞:上段/木くず、下段/アスファルト)

（胡

］
酬
）

計 とlllの 実施状況

イ資  物

した豊
要 均 等 ,■

①

業者への処理手託量

①のうち

後の残さ量

円処理した

した後

白ら埋立処分又は

◎

り激量した量

直接及び自ら

中問た化理 した後の

業を以外の

章
'「
1収を行う共者
への処理委託壁

処理業子への

処理委託量

項 目 実績値

り排出量
５‐
　
∞

D キ⑤白ら百1=利用を
つた量

Э自ら熱回収を行った量

⑦日ら中lttl処 〕4により減
量した量

③十⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

①企処B!委託員

色)優良認定処理業者への
処理委託星

υ再生利用業者への処理
委〒と量

υ撚回収認定業者への処
理委託量

ЭヂA回収認定業者以外の
上ヽ回H又を行う業者への処
理套,こ量

(産業廃棄物の種類 :上段/廃プラスチック類、下段/混合廃柔物)

（浦
や
剛
）



計画の実施状イ)し

償  物

した量

要 均 等 発 4:

したよ
lH

①

さ景

白ら理立処分又は

た後

した量

⑨0

した登を行つた里

① の

中間処理 した後の

業者以外の

撚回収を行 う業者

処理共者への

⑩のう

項 円 実績値

D排出星

2)+③ 自ら再生利用を
行った量

Э自ら熱回収を行つた量

Э自ら中間処理により滅
壁した量

Э十③自ら埋立処分又は
1み洋投人剋分を行つた量

D全処理委i七員

υ優良認定処理業者への
処理委託量

9再生利用業者への処遇!
委託量

D熱回収認定業者への製
理萎,こ員

D黙回1又認定業者以外の
碑h同収を行う業者への処
理委託量

(産業廃薬物の種類 :上段/混合廃栗物、下段/建設汚泥)

（韻

Ｎ
酬
）

（淋

］
酬
）

計画の実施状況

償  移l

した量
要 物 等 力 J:

した量

量

白ら理立処分又は

した

⑥

自ら中間処理によ

り滅量した量 中間処理 した後の

⑦

業者以外の

第口I収をイマう葉オ

ヘの処理委託量

⑩

処理業者への

項 目 実績値

0排出量

②キ①白ら再生利用を
行った量

Э自ら熟回収を行った量

Э自ら中問処理により滅
量したI「【

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った壁

C)全処理委託とζ

0優良認定処理業者への
処理黍,こ量

⑫荷生利用莱者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処
理委託量

⑭声ム回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理姿扁と盈

(産業廃莱物の種類 :上段/紙くず、下段/繊維くず)



計画の実施状況

償  物

要 均 等 う■生

出

した獄

白ら中 由ら理立処分又は

海洋投入処分 した量

を行 ぅ́た里

ら

中苫l処理 した後の

業者ウス外の

黙1可収を行 う茉考

処理英者への

処理委託螢

項 目 実績 l虐

D排出星

2+(3D自 ら再生利用を
1〒った長

Э自ら熱回収を行った景

の日ら中問処理により減
駄した量

(3,十 (9)日 ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理泰託エ

⑩後良認定処碧!柔者への
処理委託量

こり再生利用業者への処理
委言ヒ量

e9手呉回収認定業者への処
理委託邑

0熱回収認定業者以外の
路回収を行う業者への処
理委託量

(産業廃茶物の種類 :上段/廃石膏ホ・―卜・、下段/石綿含有廃棄物)

（誠
〕
酬
）

計画の実施状況

慎   物

した二
要 物 筆 力 ■

出

した量

FF処理 白ら理立処分又は

した量

⑥

業者への処理委
=〔

豊

を行つた量 した量

自ら ⑮

中間処理 した後の

処理委iモ壁⑦

業者以外の

“

回収を行 う案子

えヽ理業者への

うち優良認定

∞
　
　
詢

項 目 実績使

D排出量

D十③白ら再生利用を
llつ た量

Э自ら熱回収を行った量

Э自ら中間処理により減
邑した量

Э+③自ら埋立処分又は
れ,洋投入処分を行ったtt

⑩全処理委託it

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用菜者への処理
委,こ量

0熱回収認定業者への処
コJ委託量

Э熱回収認定業者以外の

黙l口 I収を行う業者への処
哩黍託量

(産業廃棄物の種類 :上段/廃石綿等、下段/水銀使用製I枯産業廃莱物)

（瀦

］
厨
）



考

1 翌年度の6月 30日 までに提出すること。

2「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

4 第2面には、前年度の産業廃棄物処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)①襴 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の呈のうち、熱回収を行つた量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第6条のH第2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)①欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼去「処理委託量

5 第2面の左下の表には、項目ごとイこ、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

6 産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 ※欄には、何も記入しないこと。




